
第 60回 四国高等学校ラグビーフットボール選手権大会要項 

 
主    催  四国高等学校体育連盟・愛媛県教育委員会・四国４県ラグビーフットボール協会 
後    援  関西ラグビーフットボール協会・(財)愛媛県体育協会 
主    管  愛媛県高等学校体育連盟・愛媛県ラグビーフットボール協会 
１ 期  日  平成２４年６月１５日（金）・１７日（日） 

(１) 開会式 平成２４年６月１５日(金)  
(２) 競 技 平成２４年６月１５日(金)・１７日(日) 
(３) 閉会式 平成２４年６月１７日(日) 

２ 会  場  愛媛県久万高原ラグビー場・笛ヶ滝球技場 
〒791-1205 愛媛県上浮穴郡久万高原町菅生 Tel:0892-21-1192  

３ 競技規則  (１) 平成２３年度(財)日本ラグビーフットボール協会制定の『競技規則』による。 
(２) 時間は３０分ハーフとし、ハーフタイムは５分以内とする。 

４ 競技方法  (１) 各県予選の１位チームをＡブロック、２位チームをＢブロックとし、試合はトー 
ナメント勝抜法により優勝チームを決定する。なお、３位決定戦も行う。 

(２) 試合時間中に、勝敗が決まらない場合は引き分けとし、次回戦への出場チームは 
以下の順の方法で決定する。 
①トライ数の多いチーム。 
②トライ数も同数の場合は、トライ後のゴール数の多いチーム。 
③上記で決定できない場合は、抽選で決める。 

(３) 優勝戦・３位決定戦で勝敗が決まらない場合は、双方を優勝・３位とする。 
５ 参加資格  (１) 選手は学校教育法第１条に規定する高等学校(中等教育学校後期課程を含む)に在 

籍する生徒であること。 
(２) 選手は、各県高等学校体育連盟に加盟している生徒で、当該競技実施要項により、 

四国大会参加の資格を得た者に限る。 
(３) 年齢は、平成５年４月２日以降に生まれた者とする。但し、出場は同一競技３回 

までとし、同一学年での出場は 1 回限りとする。 
(４) チーム編成において、全日制課程・定時制課程・通信制課程の混成は認めない。 
(５) 統廃合の対象となる学校については、当該校を含む合同チームによる大会参加を 

認める。但し、各県予選の時点で人数不足の学校同士が編成した合同チームは、 
各県都道府県高等学校体育連盟が承認することによって、参加を認める。 
なお、参加資格の詳細は、「四国高等学校ラグビーフットボール選手権大会に 

おける合同チームの参加についての規定」として、別に定める。 
(６) 転校後６ケ月未満の者は、参加を認めない。(外国人留学生もこれに準ずる。) 

但し、一家転住等の理由によりやむを得ない場合は、各県高等学校体育連盟会長 
の許可があればこの限りでない。 

(７) 出場する選手はあらかじめ健康診断を受け、在学する学校の校長及び所属する高 
体連会長の承認を必要とする。 



(８) 参加チーム及び参加選手は、(財)日本ラグビーフットボール協会に登録している 
こと。 

(９)  外国人留学生の出場について 
ア 卒業を目的とした留学生に限る。 
イ 出場できる人数は２名までとする。 

(10)  (財)日本ラグビーフットボール協会の「日本協会選手・役員規程」に違反する者 
は、参加できない。 

(11)  その他、参加資格に疑義がある場合は、四国高等学校体育連盟ラグビーフットボ 
ール専門部で審査し、四国４県ラグビーフットボール協会規律委員会が裁定する。 

(12)  資格を偽った者・参加資格のない者が参加した場合は、そのチームを四国高等学 
校ラグビーフットボール選手権大会より除名し、次回大会への参加も認めない。 
なお、この場合は事態発見のときの相手チームを勝者とし、それ以前のものには 

          触れない。 
(13) その他スポーツマンシップに反する行為のあった場合は、上記(12)に準ずる。 
(14) 参加チームは、所属学校・その他関係ある応援団の行為についても、責任を負う 

ものとする。 
(15)  参加資格の特例 

ア 上記(1)(2)に定める生徒以外で、当該競技要項により大会参加資格を満たす       

と判断され、都道府県高等学校体育連盟が推薦した生徒については、別途に 
定める規定に従い大会参加を認める。 

イ 上記(3)の但し書きについては、学年の区分を設けない課程に在籍する生徒 
の出場は、同一競技３回限りとする。 

【大会参加資格の別途に定める規定】 
１ 学校教育法第７２条、１１５条、１２４条及び１３４条の学校に在籍し、 
都道府県高等学校体育連盟の大会に参加を認められた生徒であること。 

           ２ 以下の条件を具備すること。 
(１) 大会参加資格を認める条件 

ア 四国高等学校体育連盟の活動の目的を理解し、それを尊重すること。 

イ 参加を希望する特別支援学校、高等専門学校、専修学校及び各種学 

校にあっては、学齢、修業年限ともに高等学校と一致していること。 

また、連携校の生徒による混成は認めない。 

               ウ 各学校にあっては、都道府県高等学校体育連盟の予選会から出場が 

認められ、四国大会への出場条件が満たされていること。 

                          エ 各学校にあっては、部活動が教育活動の一環として、日常継続的に 

責任ある顧問教員の指導のもとに適切に行われており、活動時間等 

が高等学校に比べて著しく均衡を失していず、運営が適切であるこ 

と。 

 



                           (２) 大会参加に際し守るべき条件 

                ア 四国高等学校選手権大会開催基準要項を遵守し、大会申し合わせ 

事項に従うとともに、大会の円滑な運営に協力すること。  

イ 大会参加に際しては、責任ある教員が引率するとともに、万一の 

事故の発生に備えて傷害保険に加入しておくなど、万全の事故

対策を講じておくこと。 

                ウ 大会開催に要する経費については、応分の負担をすること。 

６ 引率・監督  (１) 引率責任者は、団体の場合は校長の認める当該校の職員とする。個人の場合は、 
校長の認める学校の職員とする。 

(２) 監督、コーチ等は校長の認める指導者とし、それが外部指導者の場合は傷害・賠 
償責任保険(スポーツ安全保険)等に必ず加入することを条件とする。 
※但し、各都道府県における規定が定められ、引率・監督者がこの基準より限定 
された範囲内であればその規定に従うことを原則とする。 

７ 参加制限  (１) 各県の予選会で出場権を得たチームで、各県から２チーム。 
(２) チーム編成は、部長１名、監督１名、マネージャー1 名、選手 25 名とする。 

８ 申込規定  (１) 申込方法  所定の用紙により２部作成し、１部は下記(2)へ直接、他は各県の専門 
委員長へ送付すること。各県専門委員長は取りまとめて、所属高体連事務局へ送 
付する。また、参加申込書を下記(２)のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽへ電子データとして送信すること。 

(２) 申込先   〒790-0021 愛媛県松山市真砂町１番地 
愛媛県立松山工業高等学校内  小山田 眞也 宛 
TEL（089）931－8195 FAX（089）931－8860 
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：oyamada-shiny@esnet.ed.jp 

(３) 申込締切日 平成２４年６月８日(金) 必着 
             緊急の場合は、FAX でも仮の申込を受け付けるが、必ず正式の参加申込を送 

付すること。 
９ 抽選期日  平成２４年度第１回全国高体連ラグビー専門委員長会議において、各県専門委員長の 
        責任の下行う。 
10 参 加 料  １チーム １５,０００円 
11 表  彰  優勝・準優勝・３位チームには表彰状を、優勝チームには優勝杯を授与する。 
12 宿  泊  (１) 宿泊先については、宿泊する高校は当番県で紹介する。 

(２) 宿泊料金 １泊２食で７,３００円(税込７,６６５円)とする。 
※弁当を申し込んだ場合は、弁当料金７００円（税込)を別途支払う。 

13 諸 会 議  監督・主将会議 平成２４年６月１５日(金) 13:00～13:25 
会 場  愛媛県久万高原ラグビー場 クラブハウス内 
持参品  参加料・ユニフォーム２セット 

14  日  程  (１) 開会式 平成２４年６月１５日(金)  13:30～13:45 
(２) 競技順序 6 月 15 日 久万高原ﾗｸﾞﾋﾞｰ場  ①Ａ－１ 15:00  ②Ａ－２ 16:15 

笛ヶ滝球技場      ①Ｂ－１ 15:00  ②Ｂ－２ 16:15 



6 月 17 日 久万高原ﾗｸﾞﾋﾞｰ場  ①Ｂ決勝 11:00  ②Ａ決勝 12:20 
笛ヶ滝球技場     ①Ｂ３決 11:00  ②Ａ３決 12:20 

(３) 閉会式 平成２４年６月１７日(日)  各ブロック決勝戦終了後 
15 競技運営  本大会の競技運営は、愛媛県ラグビーフットボール協会及び愛媛県高等学校体育連盟 
         ラグビーフットボール専門部がこれに当たる。競技運営要項は別に定める。 
16 連絡事項  (１) 試合中の疾病、傷害などについては、主催者側で応急の処置をするが、その他は 

責任を負わない。 
(２) 試合中に発生した負傷等の医療費、その他の経費は、当該チームの負担とする。 
(３) 大会参加に当たっては、あらかじめ健康診断を受けさせるなど、選手の健康管理 

に十分留意すること。 
(４) 申し込み後の選手変更は、監督・主将会議までに８(2）の申込先へ選手変更届を 

提出し、承認を受けること。 
(５) 練習会場についての日程及び割り当ては代表者会議で決定する。  
(６) 宿舎から試合会場・練習会場への送迎は、主催者側では手配しない。 


